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事業所の規模の計算に係る留意事項【通所介護事業所】 

 
事業所規模による区分については、算定年度の前年度の１月当たりの平均利用延人員に

より算定すべき通所介護費を区分することとされている。（例えば令和８年度の通所介護

費については、令和７年度（令和７年４月１日～令和８年２月２８日 ※３月を除く）の１

月当たりの平均利用延人員により区分する。） 
 
 
１ 事業所の規模 

区分 厚生労働大臣が定める施設基準（費用告示一九イロハニ） 

通常規模型通所介護費 前年度１月当たり平均利用延人員数が 750 人以内 

大規模型通所介護費(Ⅰ) 前年度１月当たり平均利用延人員数が 750 人を超え 900 人以内 

大規模型通所介護費(Ⅱ) 前年度１月当たり平均利用延人員数が 900 人を超える 

 
２ 前年度の平均利用延べ人員数の算定方法 
（１）一般的事項 

○（別紙１８－２）通所事業所規模確認書（通所介護事業所）により計算すること。 
 
○既存の事業所（前年度の実績が６月以上の事業所に限る）の場合の計算方法 

→前年度において通所介護費を算定している各月（３月は除く）の利用者数の合計

を月数で除した数とする。 
【利用者数の計上方法】 

・７時間以上８時間未満、８時間以上９時間未満の介護報酬を算定している 

利用者 
 →利用者数をそのまま計上する。 
・５時間以上６時間未満、６時間以上７時間未満の介護報酬を算定している 

利用者 
 →利用者数に４分の３を乗じて計上する。 
・３時間以上４時間未満、４時間以上５時間未満の介護報酬を算定している 

利用者（２時間以上３時間未満の報酬を算定している利用者を含む。） 
 →利用者数に２分の１を乗じて計上する。 
 

○前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所

を含む）の場合の計算方法 
→利用定員の９０％に予定される１月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 

〔参考例〕 
運営規程の定員：２０人 
営業予定日数：２２日（１月当たりの営業予定日数） 
 ２０人×０．９×２２日＝３９６人→通常規模型 
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（２）定員変更の取扱い 

○前年度から定員を概ね２５％以上変更して事業を実施しようとする場合（前年度 

の実績（前年度の４月から２月まで）が６月以上ある事業所） 
→上記「前年度の実績が６月に満たない事業所」の取扱いと同じ。 

 
（３）第一号通所事業（総合事業）の取扱い 

○指定通所介護事業所が第一号通所事業の指定を併せて受け、一体的に事業を実施し

ている場合 
・第一号通所事業の前年度の１月当たりの平均利用延人員数も含めて計算する。 
・第一号通所事業の利用者数を加える際には、単純に延人員数を加えるのではなく、

利用時間が５時間未満の利用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た数

とし、利用時間が５時間以上６時間未満、６時間以上７時間未満の利用者につい

ては、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。 

・ただし、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方

法によって計算しても差し支えない（ある日の第一号通所事業の利用者が午前中

は５名、午後は１０名であれば、その日の第一号通所事業の利用者は１０名とし

て計算しても差し支えない。）。 
○指定通所介護事業所が第一号通所事業の指定を併せて受けているが、一体的に事業

を実施していない場合 
・第一号通所事業の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

   ○その他（通所型サービスＡ等）は平均利用延人員数の計算に含めない。 
 
（４）同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合 
    ○利用者数の計算は、すべての単位を合算して行う。 
 
（５）暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合 
    ○いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数

の計算に当たって含めない取扱いとする。 
 
（６）正月等の特別な期間を除き毎日事業を実施している場合 

○毎日事業を実施した月においては、当該月の利用延人員数に６／７を乗じた数によ

るものとする。 


